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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】自然で、透明で、きずのない素肌の外観が得ら
れるように、不透明化顔料を実質的に用いずに、真に有
効な「コンシーラー」効果を提供する化粧品の提供。
【解決手段】（ａ）透明成分、並びに（ｂ）２５ｍ以下
の平均粒径を有する非干渉小板成分であって、その小板
が約２０％～約７０％の光透過率値、および約１０％～
約２０％の光反射率値を示す小板成分を含み、皮膚に適
用したとき、周囲のきれいな皮膚が正常で健康なその外
観を保持することを可能にしながら、皮膚のきずの外観
を低減または排除する効果を有する局所用組成物。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚に局所適用するための組成物であって、（ａ）少なくとも１種のガラスビーズまた
はミクロスフェアと、（ｂ）２５μ以下の平均粒径を有する少なくとも１種の二酸化チタ
ン被覆アルミナフレークであって、２０％～７０％の光透過率値、および１０％～２０％
の光反射率値を示すアルミナフレークとを含む組成物。
【請求項２】
　２０％未満の光透過率値を有する非干渉小板成分である、少なくとも１種の補助成分（
ｃ）をさらに含み、前記補助成分（ｃ）が、（１）オキシ塩化ビスマス、（２）着色剤ま
たは顔料含有の非干渉小板、（３）雲母、酸化鉄、および二酸化チタンを含む多層小板、
（４）茶色、青銅色、または銅色の反射透明顔料、（５）茶色の小板顔料、（６）反射性
茶色、青銅色、または銅色金属粉、（７）純銅粉、ならびに（８）酸化鉄およびアルミナ
を含む小板型顔料からなる群から選択される、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　二酸化チタン被覆アルミナフレークが、１５～２２μの平均粒径を有する請求項１に記
載の組成物。
【請求項４】
　補助成分（ｃ）が、オキシ塩化ビスマスである請求項２に記載の組成物。
【請求項５】
　干渉シリカフレーク顔料である追加の補助成分（ｄ）を含む請求項２に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚に局所適用するための組成物に関する。特に本発明は、皮膚のきず（ｆ
ｌａｗ）を隠蔽するのに有用な局所用組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧品を使用する主要な目的は、目または唇などの顔の一部の造作を引き立たせる、ま
たは強調することであり、別の重要な使用は、顔や他の体の部分の決して完璧でない造作
の外観を目立たなくすることである。きずのない皮膚に恵まれた消費者はほとんどおらず
、顔のきずを隠蔽することは、真に機能的ないずれの化粧品にとっても重要な機能である
。化粧品処方者の課題は、そのきずを隠しながら、使用者の皮膚の望ましい面を隠さずに
見せる化粧品を提供することである。言い換えれば、有用なコンシーラーはきずを隠すが
、全体的にはきずのない素肌の特徴である自然な輝きのある外観を残すものである。
【０００３】
　この目的を達成するのはそれほど容易ではない。それほど遠くない過去において、皮膚
のきずを隠蔽する特徴的な方法は、実質的に「覆い隠すもの」、すなわち文字通りそのき
ずを見えないように隠す不透明な物理的被覆剤を適用することであった。このことは、実
質的に不透明であり、したがってその下にあるきずの可視性をかなり有効に妨げる、多量
の金属酸化物を含有する化粧品を使用することによって日常的に行われてきた。隠蔽には
有効であるが、この種の化粧には多くの欠点がある。まず、物理的な隠蔽を提供するため
に必要とされる多量の顔料のために、厚く、重くなりがちである。しかしながらより重要
なことに、それらの化粧品は、ほとんどの消費者が望ましいと感じないであろう、光沢の
ない、均一で非常に不自然な外観を使用者の顔に残す。
【０００４】
　近年は、きずを物理的に隠すのではなく、それらが見えないように観察者の目をだます
ことを試みる化粧品を開発しようとする傾向にある。これはある種の顔料の光学特性を利
用することによってなされる。種々の干渉顔料は、たとえば、顔料の下にあるきずが観察
者の目から見えるのを妨げるように光を反射する。干渉顔料の使用、または他の化粧品粉
末の光学特性に基づくいくつかの化粧品組成物が、近年報告されている（たとえば、米国



(3) JP 2009-298792 A 2009.12.24

10

20

30

40

50

特許第５，６９０，９１６号、ＷＯ０１／５１０１７）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、自然で、透明で、きずのない素肌の外観が得られるように、不透明化顔
料を実質的に用いずに、真に有効な「コンシーラー」効果を提供する化粧品が引き続き求
められている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、（ａ）透明成分、並びに（ｂ）２５μ以下の平均粒径を有する非干渉小板成
分であって、その小板が約２０％～約７０％の光透過率値、および約１０％～約２０％の
光反射率値を示す小板成分を含む、皮膚に適用する局所用組成物に関する。この組成物は
、皮膚に適用したとき、周囲のきれいな皮膚が正常で健康なその外観を保持することを可
能にしながら、皮膚のきずの外観を低減または排除する効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の透過率および反射率パラメータの設定および測定を図式により例示した
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、皮膚のきずの隠蔽を可能にし、同時にきれいな皮膚を隠さずに見せるために
、皮膚にワンウェイミラー（ｏｎｅ－ｗａｙ　ｍｉｒｒｏｒ）を用いるという考えに基づ
く。ワンウェイミラー、または可変鏡は、実際には鏡の片側にいる個人にはそのガラスを
窓として知覚させ、反対側にいる個人にはそのガラスを鏡として知覚させる半透明鏡であ
る。この効果は、ひとつには、光の一部がガラスを透過し、一部が反射するように、部分
的にのみ被覆された、または「半鍍銀（ｈａｌｆ－ｓｉｌｖｅｒｅｄ）」の反射面を有す
ることによって達成される。この組成物の重要な要素は、適切な「銀めっき」を提供する
成分と組み合わせた透明ガラス成分を提供することによって、この鏡の成分を模倣する。
したがって、本発明の組成物は、ワンウェイミラーと同様の結果を提供し、必要とされる
場所、たとえば皮膚の濃い斑点の上で光を反射して、その斑点を隠し、必要とされる場所
、たとえばきずのない皮膚の上で光を透過して、薄く、透明で自然な外観を提供する。し
たがって、この化粧品は、個々の使用者の皮膚の要求に適応し、実際に使用者の皮膚と協
調する。きれいな皮膚の領域は、充分な光を提供して、その化粧品の「鏡」を透過し、色
の濃いきずのある皮膚は、その周辺で「鏡」をより不透明にする。総合的な効果は、きず
のない皮膚の外観を変えることなく、有効にきずを隠蔽する、薄く自然に見える化粧であ
る。この効果は、定義された光透過特性および光反射特性を有する成分のバランスを取る
ことによって達成される。光を透過または反射する材料の能力を求める方法を、本明細書
の実施例１に開示しており、本明細書で言及される「透過率」または「反射率」はすべて
、この手法に関して用いられる。
【０００９】
　この組成物の第１の必須成分は、透明成分である。この成分は、その機能が皮膚および
周辺光など、その周辺にあるすべてのものの透明性を隠さないことであるため、組成物中
および皮膚上で、光学的に無視することができる。「透明」という用語は、相対的な用語
であり、その材料は絶対的な意味で透明である必要はないが、その機能環境で透明でなけ
ればならない。これは、その周囲の屈折率（Ｒ．Ｉ．）に一致する材料を選択することに
よって達成される。実際的に言えば、空気の屈折率、すなわちＲ．Ｉ．約１に一致する粉
末組成物用の材料を選択するということである。化粧油のＲ．Ｉ．は、一般的に約１．４
～１．６の間であり、シリコーン油をベースとする組成物の場合、好ましい材料は、シリ
コーン油のＲ．Ｉ．に一致する約１．５のＲ．Ｉ．を有する。水のＲ．Ｉ．は、約１．３
～１．４の間であり、水をベースとする組成物の場合、透明成分はそれに応じて選択され
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る。本明細書に定義される透明成分は、約７０％超、好ましくは約７５％超の光透過率値
を示し、光散乱特性を示さない。
【００１０】
　透明材料は、選択された環境でこの基準を満たす任意の種類の材料であることができる
。しかしながら、一般的に言えば、この目的のためにもっとも都合よく入手可能な材料は
、鏡の光透過部分として働く、ガラス球体またはビーズである。任意の種類のガラスビー
ズを用いることができるが、好ましくは、審美的な理由から比較的小さいビーズである。
通常、用いられる球体は、好ましくは約１～約１００ミクロン、より好ましくは約１～約
５０ミクロン、もっとも好ましくは約１～約１０ミクロンの粒径範囲の平均直径を有する
べきである。ビーズは、化粧品として許容される任意の種類のガラス、たとえば石英ガラ
ス、石英、ソーダ石灰ガラス、ホウケイ酸ガラス、チタン酸バリウム、または導電性ガラ
スなどから形成できる。このガラスは金属で被覆されていてはならないが、色ガラスであ
ってもよい。球体は中空であることができ、中空の球体は透明性が高く、Ｒ．Ｉ．が１に
近いため、粉末組成物での使用に好ましく、あるいは球体は中実でもよく、中実の球体は
液体組成物での使用に好ましい。有用な中空ガラスビーズの例は、Ｃａｒｄｒｅ　Ｉｎｃ
．、Ｓｏｕｔｈ　Ｐｌａｉｎｆｉｅｌｄ、ＮＪによって提供される、ホウケイ酸カルシウ
ムアルミニウム（＞９８％）およびシリカ（＜２％）からなる「Ｈｏｌｌｏｗ　Ｇｌａｓ
ｓ　Ｍｉｃｒｏｓｐｈｅｒｅｓ」である。有用な中実ガラス球体の例は、Ｐｒｉｚｍａｌ
ｉｔｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓから提供され、さらに米国特許第６，２４２，０５６号（
その内容を参照により本明細書の一部とする）に記載された、ソーダ石灰ガラスからなり
、約４．５ミクロンの平均粒径、約１３ミクロンの最大粒径、約１．５１の屈折率を有す
るＰｒｉｚｍａｌｉｔｅ（商標）である。この組成物に用いられるガラスビーズの量は特
に重要ではないが、通常は、０．１％以上、好ましくは少なくとも約０．５％、ほとんど
の場合は約１～約１０％の量で用いられ、粉末組成物では比較的多量に用いられる。
【００１１】
　組成物の第２の成分は、可変鏡の「銀めっき（ｓｉｌｖｅｒｉｎｇ）」成分である。こ
の成分は、化粧品として許容される小板の非干渉真珠光沢顔料から選択される。この目的
に適切な材料は、通常、きらきら光る非連続性の輝きではなく、連続性でシート様の反射
性の仕上がりを提供する板状材料である。用いられる小板材料は、ほとんどの干渉顔料の
特徴である色移動を示さず、本明細書で「非干渉」という用語は、異なる角度から見たと
きに色の変化を示さない、真珠光沢のある小板顔料を表すために用いられる。質的に、こ
の材料は典型的に白色または銀白色であり、好ましくは比較的弱い、光り輝くことのない
光沢（ｎｏｎ－ｇｌｉｔｔｅｒｉｎｇ　ｌｕｓｔｅｒ）を示す。過剰にきらきら光ること
のない輝きは、約２５μ未満の平均（すなわち＞５０％）粒径を有する小板を用いること
によって、もっとも容易に得られる。この小板成分も、透明成分ほど透明ではないが、い
くらかの透明性、すなわち少なくとも約２０％、一般に約７０％以下の光透過率を示すべ
きである。好ましい透過率値の範囲は粉末組成物と液体組成物とで異なり、粉末の場合、
透過率値は、好ましくは約３０～約７０％、より好ましくは約３０～約４５％であり、液
体の場合、透過率値は、好ましくは約２０～約７０％、より好ましくは約２０～約３０％
である。しかしながら、同様に重要なのはその反射特性である。この小板材料は、約１０
％～約２０％の範囲の反射率値を有するべきである。この場合も、好ましい値は粉末と液
体とで異なり、粉末組成物では、好ましい反射率値は約１４～約２０％、より好ましくは
約１４～約１８％であり、液体組成物では、その値は、好ましくは約１０～約１４％、よ
り好ましくは約１０～約１２％である。この成分として有用な小板の例は、金属フレーク
、特にアルミナフレークである。特に好ましいアルミナフレークは、Ｍｅｒｃｋ　Ｋｇａ
Ａ、Ｄａｒｍｓｔａｔｄｔ、Ｇｅｒｍａｎｙによって製造され、Ｘｉｒｏｎａ（登録商標
）Ｓｉｌｖｅｒの商品名で販売されている。この材料は、粒径範囲は約５～約４０ミクロ
ンであるが、平均粒径は約１５～２２μである、比較的透明な二酸化チタン被覆アルミナ
フレークである。小板成分の量は、典型的に約．０１～約１０％の範囲であるが、以下に
示すとおり、用いられる量は、組成物の他の成分に関連してより適切に議論される。
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【００１２】
　この組成物の成功は、必須成分の透過および反射特性の相互作用に非常に大きく依存し
ている。上述のとおり、用いられる不可欠材料の絶対量は、成分材料の光透過および反射
特性の全体的なバランスほど重要でない。適切な透過率および反射率値および／または成
分の量をかんがみて、透明成分と小板成分の単純な組み合わせによりこの比率、したがっ
て所望の効果を得ることが可能である。また、選択した媒質に対して最適な効果を得るた
めに、小板の量を調節することにより、同じ小板材料で液体および粉末において同じ結果
を得ることが可能である。たとえば、上述のガラス球体とアルミナフレーク材料の組み合
わせは、首尾よくきずを隠蔽し、きずのない周囲の皮膚の自然な外観を保持する所望の効
果を単独で提供できる。しかしながら、単一の小板成分の選択において透過率と反射率の
バランスが重要であるため、このバランスを成分の組み合わせにも適用するべきであるこ
ともわかっている。場合によって、単独で所望の範囲外である可能性のある異なる小板型
成分が選択されるとき、あるいは要件を満たす単独の小板成分で得られた効果を最適化す
るために、それぞれ、組み合わせた成分を所望の透過率／反射率の範囲に収める、あるい
は総合的な効果をより最適な範囲に変更する追加の成分を提供することが望ましい可能性
がある。さらに、通常、必須成分に由来する灰色がかった色調を消すように組成物の全体
的な色を調整することが望ましい可能性もある。換言すれば、個々では小板成分に関して
規定された範囲外であるが、互いに組み合わせるか、または選択された準拠する小板成分
と組み合わせたときに、規定された範囲に収まる成分の混合物を提供することが可能であ
り、しばしばそうすることが好ましい。しかしながら、成分の混合物が有効であるために
は、組み合わせの全体的な透過率および反射率の値は、単独の小板成分に関して定義され
た範囲内に収まらなければならない。
【００１３】
　必須成分によって得られた効果を最適化する役割を果たす補助成分も、明らかに透過率
および反射率の特性を考慮して選択されなければならず、実質的に透過率／反射率のバラ
ンスを変えない、またはそのバランスを強化する、化粧品として許容される任意の材料を
用いることができる。必須成分、すなわち透明成分および小板成分は理想的には比較的透
過性であるから、しばしばバランスを最適化するために必要なのは反射率の追加である。
したがって、補助成分が必要であるか、または所望であるとき、有用な材料の例は、比較
的に非透過性のものであり、すなわち光透過率値は約２０％未満、好ましくは約１０～約
２０％の範囲である。好ましい補助成分は、約５０μ未満の平均粒径を有する真珠光沢の
ある非干渉小板である。そのような材料の一例は、Ｂｉｒｏｎ　Ｂ－５０（Ｒｏｎａ）の
商品名で入手可能な、約９～１５μの平均粒径を有する小粒径オキシ塩化ビスマスである
。好ましい実施形態において、小板は、着色剤または顔料含有の非干渉小板である。多く
の場合、その色は、１種または複数の酸化鉄の存在によって付与される。一例として、こ
の種の特に有用な一成分は、鈍い、光沢のない銀白色の小板である。特に有用な補助成分
は、雲母、酸化鉄、および二酸化チタンを含む多層小板である。市販され入手可能なこの
種の製品の一例は、Ｍｅｒｃｋ　ＫｇａＡ製のＣｏｌｏｒｏｎａ（登録商標）Ｐａｔｉｎ
ａ　Ｓｉｌｖｅｒである。この材料は、約１８～２５μの範囲の平均粒径を有する。直前
に記載した小板は主として濃い灰色であるが、異なる色のついた有機または無機顔料、特
に異なる色の酸化鉄を含有する同様の小板を用いて、皮膚の有色斑点を相殺するのに有用
な可能性のある異なる色の暗色成分、たとえば赤色のきずを相殺するための緑色、黄色、
または青色、あるいは青色のきずを相殺するための赤色を生成することができる。
【００１４】
　この種の有用な補助成分の他の例は、基本組成物の灰色を相殺するもの、すなわち、い
っそう自然な肌色を組成物に提供するものである。特に好ましい任意選択の一成分は、茶
色、青銅色、または銅色の反射透明顔料である。この種の顔料の有用な顔料の例は、上に
記載した適切な透過率および反射率特性を有する任意の茶色小板顔料、あるいは任意の反
射性茶色、青銅色、または銅色金属粉、たとえば純銅粉などである。この目的のために用
いられる特に好ましい顔料は、主として酸化鉄、特に赤色酸化鉄、およびアルミナを含む
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小板型顔料である。この種の材料は、Ｃａｒｄｒｅ　ＩｎｃからＰｅａｒｌ　Ｃｏｐｐｅ
ｒ　１０００の名称で市販され入手可能であり、これは約９３％の赤色酸化鉄と約７％の
アルミナを含む。
【００１５】
　非干渉補助成分と組み合わせて用いることのできる追加の有用な着色成分には、干渉合
成シリカフレーク、特に金属酸化物で被覆されたシリカフレークが含まれる。そのような
製品の例は、視角に応じてライラック赤から銀色、緑青色を付与する、Ｘｉｒｏｎａ（登
録商標）Ｍａｇｉｃ　Ｍａｕｖｅの商品名で市販されているようなルチル型二酸化チタン
および酸化スズ（ＩＶ）で被覆されたシリカフレーク、あるいは銀赤色から緑金色を付与
する、ルチル型二酸化チタンで被覆されたシリカフレーク、Ｘｉｒｏｎａ（登録商標）Ｎ
ｏｒｄｉｃ　Ｓｕｎｓｅｔ、並びに赤金色からブロンズ、緑金色のＸｉｒｏｎａ（登録商
標）Ｉｎｄｉａｎ　Ｓｕｍｍｅｒとして販売されているような酸化鉄で被覆されたシリカ
フレークである。それぞれＲｏｎａから入手可能であり、５～５０μの粒径を有する。他
の類似の顔料は、Ｘｉｒｏｎａ（登録商標）Ｃａｒｉｂｂｅａｎ　Ｂｌｕｅであり、シリ
カ、二酸化チタン、および雲母の組み合わせである。組成物に追加の色を付与するため、
並びにたとえば酒さ、または皮膚の色に影響を及ぼす他の皮膚状態に冒された皮膚に見出
されるような、皮膚の変色または一様でない肌色を相殺するために、上述の顔料のいずれ
か１種、または組み合わせを用いることができる。
【００１６】
　必須成分と同様に、用いられる補助成分の量は、通常、約．０１～約１０％の範囲であ
るが、上述のとおり、所望の透過率および反射率の値を達成する成分の組み合わせが、用
いられる成分の絶対量を規定することよりも重要である。
【００１７】
　必須成分および補助成分の効果を増強するために、または組成物の審美性を改善するた
めに、組成物に追加の化粧品材料を用いることもできる。すべての追加成分は、本質的成
分によってすでに確立された透過率および反射率値を干渉しないように慎重に選択される
べきであることは、前述の議論から明らかなはずである。一般的に言えば、具体的に使用
が禁止される材料はないが、この追加成分は、薄い自然な効果が失われるほどまで組成物
を不透明にするのを回避するために、透明であるか、ほぼ透明であることが好ましい。特
定の目的のために多少不透明な材料が所望である可能性のある場合、全体的に不透明性と
なることを回避するために、少量の使用が推奨される。一般に、この製剤に用いられる残
りの成分は、組み合わせて約２０～約７０％の範囲の光透過性レベルを示すべきである。
【００１８】
　有用な追加成分の一例は、１種または複数の軟焦点（ｓｏｆｔ　ｆｏｃｕｓ）粉末であ
る。これらの粉末の存在により、皮膚上で光が散乱または拡散されることによって、鏡成
分の光学的効果が増強される。そのような粉末の例には、これに限定されるものではない
が（市販により入手可能な供給源の例）、ホウケイ酸カルシウムアルミニウム（Ｌｕｘｓ
ｉｌ（商標））、ＰＭＭＡ（Ｍｉｃｒｏｓｐｈｅｒｅ　Ｍ－１００）、ポリエチレン（ポ
リエチレンＣＩ　２０８０）、メタクリル酸メチルクロスポリマー（Ｃｏｖａｂｅａｄｓ
　ＬＨ８５）、ナイロン１２（Ｏｒｇａｓｏｌ　２００２　Ｏ　Ｎａｔ　Ｃｏｓ　Ｃ）、
またはエチレン／アクリル酸コポリマー（Ｆｌｏｂｅａｄｓ　ＥＡ２０９）を含む粉末が
ある。これらの粉末が用いられるとき、全組成物の約．００１％～約２０重量％、好まし
くは約１％～約１０重量％の量で存在する。
【００１９】
　本発明の組成物は、任意の種類の化粧品、たとえばカラー化粧品、またはトリートメン
ト製品のベースとして用いることができる。一般にトリートメント製品は、通常、追加の
着色剤の存在を必要としないが、カラー化粧品として用いられるとき、様々な化粧の色合
いを作り出すために、追加の顔料成分を混合することが望ましい可能性がある。用いる顔
料の種類は、この目的のために通常用いられる任意のものであることができ、たとえば天
然着色剤、並びに合成モノマーおよびポリマー着色剤を含む有機着色剤であることができ
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る。代表的な有機顔料は、フタロシアニンブ ルーおよびグリーン顔料、ジアリリドイエ
ローおよびオレンジ顔料、並びにトルイジンレッド、リソ（ｌｉｔｈｏ）赤、ナフトール
レッドなどのアゾ型赤色および黄色顔料、並びに茶色顔料である。アルミナ、バリウム、
またはカルシウム水和物など、不溶性基材上での有機染料の析出および吸収によって形成
される顔料であるレーキも有用である。特に好ましいレーキは、主としてＦＤ＆Ｃまたは
Ｄ＆Ｃレーキ、およびそれらの混合物である。ブロモ染料およびフルオレセイン染料など
の染色剤も用いることができる。
【００２０】
　顔料は無機であることもでき、無機顔料には、酸化鉄（黄色、赤色、茶色、または黒色
）、フェロシアン化第二鉄アンモニウム（青色）、マンガンバイオレット、ウルトラマリ
ンブルー、酸化クロム（緑色）、タルク、レシチン変性タルク、ゼオライト、カオリン、
レシチン変性カオリン、二酸化チタン（白色）、酸化亜鉛、およびそれらの混合物が含ま
れる。透明金属酸化物被覆シリカビーズも有用である。金属酸化物、特に鉄およびチタン
酸化物は、化粧品、特にファンデーションおよびコンシーラーのもっとも一般的な色成分
である。しかしながら、本発明の系の主要な長所の１つは、化粧を重く不透明にし、した
がって皮膚の外観にやや不自然さを残す金属酸化物顔料を多量に存在させることなく、非
常に有効なコンシーラーを創出できることである。典型的なコンシーラーでは、金属酸化
物は典型的に少なくとも約１５～２５％の量で存在するが、本発明の組成物では、はるか
に低量で実質的に同等の効果を得ることができる。実際、金属酸化物顔料をまったく含ま
ない製品で、許容される隠蔽効果を得ることができる。しかしながら、より伝統的な化粧
品タイプのコンシーラーを製造することが好ましい場合、本発明の組成物は０超～約１５
％の金属酸化物を含むことができ、多くの場合、わずか約１～約５％の金属酸化物を含み
、粉末組成物ではこの範囲の下限量が用いられる。本発明の好ましい実施形態において、
用いられる１種または複数の金属酸化物は、透明な典型的に非常に小粒径（すなわち、サ
ブミクロン）のもの、またはナノ顔料である。小粒径顔料ではなく、伝統的な顔料が用い
られる場合、この範囲の下限が好ましいが、透明顔料の場合、組成物の薄さを妨げること
なく高レベルで用いることができる。
【００２１】
　この組成物は、いくらかの光沢を付与するが、明白な輝きは付与しない１種または複数
の板状、非球状粉末の混合によって利益を得る可能性がある。この効果の最大の利益を得
るために、この粉末は、好ましくは無着色であり、約２～５０μ、より好ましくは約３～
２０μ、もっとも好ましくは約３～６μの比較的小さい平均粒径を有する。そのような粉
末の例には、これに限定されるものではないが、オキシ塩化ビスマス、窒化ホウ素、硫酸
バリウム、雲母、絹雲母、白雲母、合成雲母、酸化チタン被覆雲母、酸化チタン被覆オキ
シ塩化ビスマス、酸化チタン被覆タルク、板状酸化鉄、アルミニウムなどの金属粉、ラウ
ロイルリシン、および板状タルクが含まれ、ただしこの製品に用いられるこれらの材料は
上述の光透過率の要件を満たさない。これらの粉末が用いられるとき、これらは本質的に
充填剤として存在し、したがって上に挙げた必須成分および好ましい成分を除く製品の残
部の大部分を構成することができ、したがってその量は、組成物の残部を構成するのに必
要とされる任意の量であることができ、ただしここでも製品の薄さを保持できる量で用い
られる。好ましい透過率は、全体で少なくとも約５０％であるべきであり、特に好ましく
は、少なくとも約７５％である。この組成物に用いられる任意の顔料または粉末に関して
、それらは表面処理されていても、されていなくてもよいことに留意されたい。
【００２２】
　本明細書を通じて繰り返したとおり、必須成分および好ましい成分のそれぞれに提供し
た量は、一般的な指針としてのみ提供される。各成分の相対量の決定は、選択されたその
状況において、一成分が上に詳細に定義した必要とされる光透過率および光反射率特性を
もたらすかどうかを二次的に決定する。当分野の技術者であれば、上記の指針を考慮して
、最終製品を最適化し、特に粉末製品と液体製品との間の媒体の相違を補うために、所定
の透過率／反射率の基準の範囲内にある量の材料を様々な量で組み合わせることができる
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ことを容易に理解するであろう。したがって、当分野の技術者は、単純に最終的な組み合
わせが確実に本明細書に記載の光透過率および反射率の要件を満たすようにすることによ
って、機能的製品を得るためにそれらの割合を常套的に変更できる。指針として、本明細
書の種々の実施例に示すとおり、透過率と反射率の有用な範囲は、１～５：１、好ましく
は２～３：１の範囲である。
【００２３】
　この組成物は、典型的に化粧品製剤に用いられる他の成分を含むこともでき、たとえば
、抗酸化剤、ビタミン、日焼け止め、セルフタンニング剤、乾燥肌防止剤、美白剤、老化
防止剤などの活性成分、並びに皮膚軟化剤、保湿剤、充填剤、増粘剤、乳化剤、懸濁化剤
などの不活性成分である。化粧品成分の総合的なリストは、その内容を参照により本明細
書の一部とする、Cosmetics,Toiletries and Fragrance Association刊行のInternationa
l Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook、第９版に見出すことができる。この
組成物は、皮膚のきずを隠蔽することが望ましい任意の状況で用いることができる。その
例には、これに限定されるものではないが、皮膚の変色、皮膚の色調むら、酒さ、濃い影
、しわ、およびひだに対する適用が含まれる。トリートメント製品としてのこれらの組成
物の特に有用な適用例は、美白活性剤を添加する、または添加しない美白製品としての適
用である。美白活性剤を含まずに、この組成物は単独で、皮膚から実際には斑点を除去し
ないにもかかわらず、即座に目に見える効果を伴って濃い斑点の外観を隠蔽するという点
で、伝統的な美白組成物と実質的に同じ効果を提供する。したがって、この組成物は、化
学増白剤を含有する組成物の興味深い代替物、または併用トリートメントを提供する。
【００２４】
　媒体（ｖｅｈｉｃｌｅ）の形態は重要でなく、局所適用に典型的に用いられる任意の形
態であることができる。媒体は、湿性または乾性、液体または固体、無水または水性であ
ることができ、エマルション（水中油型、油中水型）、固形パウダー、ルースパウダー、
ホットポア（ｈｏｔ　ｐｏｕｒ）、懸濁剤、またはスプレーであることができる。本質的
に、媒体は、皮膚への適用に有用である任意の形態を取ることができる。局所製剤の分野
は充分に発達しており、方法および原理は、たとえばそれぞれの文書の内容を参照により
本明細書の一部とする、Remington's Pharmaceutical Sciences、A.R.Gennaro編、第20版
、2000、またはHarry's Cosmeticology、M.Rieger編、第8版、2000に開示されている。し
かしながら、この組成物の特に有用な形態は、水およびシリコーンエマルション、好まし
くはシリコーン中水型エマルションであり、シリコーン相は、好ましくはシクロメチコン
、ジメチコン、フェニルトリメチコン、またはそれらの任意の組み合わせを含む。この形
態において、特に好ましくは、この組成物はさらにシリコーン相に少なくとも１種のシリ
コーンエラストマーを含む。任意のシリコーンエラストマーを用いることができるが、し
かしながら、ポリシリコーン－１１、またはジメチコンクロスポリマー、たとえばジメチ
コン／ビニルジメチコンクロスポリマー、ジメチコン／フェニルビニルジメチコンクロス
ポリマー、ラウリルジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー、ラウリルジメチコン
／コポリオールクロスポリマー、またはジメチコン／コポリオールクロスポリマーなどの
１種または複数のエラストマーを用いるのが特に好ましい。この種のエラストマーは、Ｇ
ｒａｎｔ　ＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓまたはＳｈｉｎ－ＥｔｓｕからＫＳＧシリーズとして市
販され入手可能である。シリコーンエラストマーが用いられるとき、それらは約１～約１
０重量％、好ましくは約４～８重量％の量で用いられる。
【００２５】
　すでに述べたように、この組成物は、クリーム、ローション、ゲル、パウダー、スティ
ック、スプレーなどとして、スキンケア活性剤を含むトリートメント製品として用いるこ
とができ、あるいは口紅、リップグロス、リップライナー、アイシャドウ、頬紅、ファン
デーション、コンシーラー、アイライナー、または他の任意の典型的なカラー製品の形態
でカラー化粧品として用いることができる。
【００２６】
　本発明を、以下の非限定的な実施例によってさらに例示する。
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【００２７】
　この実施例は、候補化粧品材料によって示される光透過率および光反射率の量を求める
ために用いられる方法を記載する。図１は、この手順を図式によって例示する図である。
【００２８】
　Ａ．試料の調製
　Ｋｉｒｋｅｒ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ、Ｐａｔｅｒｓｏｎ、ＮＪから入手可能な透明
なネイルラッカーベースに対象となる材料を混合することによって、試験する試料を調製
する。最初の試験試料として、試験材料を５％含有する試料の試験が推奨される。１０ｃ
ｍ×１０ｃｍ×２ｍｍのガラスプレートを風袋計測し、ガラスの上に２ｇの試料を加える
。別のガラスプレートを用いて、試料をガラスに広げる。試料を含有するガラスプレート
の重さを再び計測する。１～１．２ｇの試料が、均一な皮膜としてガラス上に残存する。
【００２９】
　Ｂ．装置
　Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｏｒ、Ｆｉｓｈｅｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｎｏ．
ＢＬ　３１－３３－０５－２８、この照明器は３５ｍｍスポット＠２８００ケルビンを投
影する。
【００３０】
　Ｆｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｆｏｏｔ　Ｃａｎｄｌｅ　Ｍｅｔｅｒ、Ｉ×１
０ルクスに設定、ＦＣ　Ｆａｓｔ　２０００
　Ｃ．手順
　（ｉ）光透過率の測定
　光学ベンチを用意し、その上に４５°の角度で、試料から１インチ離して光源を置く。
光検出器を、試料から正確に１インチ離し、光源に対してガラスと反対側に置く。検出器
は、試料から４５°の角度にあり、光源と水平に配列させる。光源のスイッチを入れ、検
出器に安定した読取値が記録されるまでそのままにする。この状態に達したとき、対照読
取値Ｔ０を、試験材料が存在しないラッカー被覆ガラス上で取る。試験読取値Ｔｘを、試
験材料を含むラッカー被覆ガラス上で取る。次式に従って、透過率パーセントを算出する
。１００（Ｔｘ／Ｔ０）＝透過率％。好ましくは、透過率の信頼できる指標を得るために
、各読取値を少なくとも２回取り、２つの試験の平均を取る。
【００３１】
　（ｉｉ）光反射率の測定
　光源を、４５°の角度で試料から１インチ離して置く。光検出器を、４５°の角度で試
料から１インチ離し、試料に対して光源と同じ側に置く。光源からの光は試料を照らし、
検出器に反射する。光源で単純なミラーを照らし、検出器の反射率の読取値を記録するこ
とによって、対照読取値Ｒ０を得る。同じ方法であるが、ただし試料被覆ガラスを用い、
光源で試料を照らし、検出器の反射率の読取値を記録することによって、試験読取値Ｒｘ

を行う。次式に従って、反射率パーセントを算出する。１００（Ｒｘ／Ｒ０）＝透過率％
。
【００３２】
　表１は、本発明の組成物で用いるための候補材料で得られた試料読取値を例示する。
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【表１】

【実施例２】
【００３３】
　この実施例は、本発明の液体ファンデーション／コンシーラーを記載する。
【００３４】
材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
Ｉ相
フェニルトリメチコン／クオタニウム－１８ヘクトライト／
クエン酸トリエチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
フェニルトリメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．００
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セチルＰＥＧ／ＰＰＧ－１０／１ジメチコン／イソステアリン酸
ポリグリセリル－４／ラウリン酸ヘキシル　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
プロピルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
二酸化チタン／トリエトキシカプリリルシラン　　　　　　　　　　　　　１．８６
黄色酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９２
赤色酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５７
黒色酸化鉄／トリエトキシカプリリルシラン　　　　　　　　　　　　　　０．０５３
超微細二酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
ＩＩ相
シクロメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５０
ＩＩＩ相
シクロメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．００
ビスＰＥＧ／ＰＰＧ－１４／１４ジメチコン／シクロメチコン　　　　　　３．００
ＩＶ相
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６．１０
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．００
ラウレス－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７０
硫酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
Ｖ相
アルミナ／二酸化チタン＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
溶融非晶質シリカおよび無機酸化物＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　１．００
雲母／酸化鉄／二酸化チタン＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
雲母／ミリスチン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．００
酸化鉄／アルミナ＊＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
＊Ｘｉｒｏｎａ（登録商標）ｓｉｌｖｅｒ、Ｍｅｒｃｋ
＊＊Ｐｒｉｚｍａｌｉｔｅ（商標）ｓｏｌｉｄ　ｍｉｃｒｏｓｐｈｅｒｅｓ
＊＊＊Ｃｏｌｏｒｏｎａ（登録商標）ｐａｔｉｎａ　ｓｉｌｖｅｒ、Ｍｅｒｃｋ
＊＊＊＊Ｃａｒｄｒｅ　Ｐｅａｒｌ　Ｃｏｐｐｅｒ　１０００
【実施例３】
【００３５】
　この実施例は、本発明の別の液体コンシーラーを記載する。
【００３６】
材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
Ｉ相
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
ヒアルロン酸（１％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．２５
ポリソルベート４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６０
ＩＩ相
シクロメチコン／ポリシリコーン－１１（６．５％）　　　　　　　　　７５．００
ＩＩＩ相
ＰＥＧ－１０ジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．５０
ＩＶ相
メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２５
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６０
水／水酸化ナトリウム（３０％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２５
Ｖ相
アルミナ／二酸化チタン＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６０
溶融非晶質シリカおよび無機酸化物＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　０．６０
雲母／酸化鉄／二酸化チタン／トリエトキシカプリルシラン＊＊＊　　　　０．０１２
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雲母／ミリスチン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６０
酸化鉄／アルミナ＊＊＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０６
二酸化チタン／シリカ／雲母　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．９０
ＨＤＩ／トリメチロールヘキシルラクトンクロスポリマー　　　　　　　　１．２５
オキシ塩化ビスマス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６０
＊Ｘｉｒｏｎａ（登録商標）ｓｉｌｖｅｒ、Ｍｅｒｃｋ
＊＊Ｐｒｉｚｍａｌｉｔｅ（商標）ｓｏｌｉｄ　ｍｉｃｒｏｓｐｈｅｒｅｓ
＊＊＊Ｃｏｌｏｒｏｎａ（登録商標）ｐａｔｉｎａ　ｓｉｌｖｅｒ、Ｍｅｒｃｋ
＊＊＊＊Ｃａｒｄｒｅ　Ｐｅａｒｌ　Ｃｏｐｐｅｒ　１０００
【実施例４】
【００３７】
　この実施例は、ガラスビーズおよび小板成分を含有する、本発明の化粧／コンシーラー
粉末組成物を例示する。
【００３８】
材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
Ｉ相
雲母／ミリスチン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０．２８
ラウロイルリシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．８７
ステアリン酸亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
透明黄色酸化鉄／トリエトキシカプリリルシラン　　　　　　　　　　　　２．００
透明赤色酸化鉄／トリエトキシカプリリルシラン　　　　　　　　　　　　１．００
黒色酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３０
ブチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
プロピルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
ソルビン酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
パルミチン酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
オクタン酸セチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
ＩＩ相
雲母／ミリスチン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７．２０
雲母／レシチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．５０
ホウケイ酸カルシウムアルミニウム／シリカ＊　　　　　　　　　　　　　５．６０
アルミナ／二酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．００
オクタン酸セチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
パルミチン酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
＊Ｃａｄｒｅ　ｈｏｌｌｏｗ　ｇｌａｓｓ　ｍｉｃｒｏｓｐｈｅｒｅｓ
【実施例５】
【００３９】
　この実施例は、ガラスビーズ、小板成分、および補助成分を含有する、本発明のさらな
る化粧／コンシーラー粉末組成物を例示する。
【００４０】
材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
Ｉ相
雲母／ミリスチン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３．２８
ラウロイルリシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．００
ステアリン酸亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
透明黄色酸化鉄／トリエトキシカプリリルシラン　　　　　　　　　　　　２．００
透明赤色酸化鉄／トリエトキシカプリリルシラン　　　　　　　　　　　　１．００
黒色酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３０
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ブチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
プロピルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
ソルビン酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
パルミチン酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
オクタン酸セチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
ＩＩ相
雲母／ミリスチン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７．２０
雲母／レシチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．５０
ホウケイ酸カルシウムアルミニウム／シリカ　　　　　　　　　　　　　　５．６０
アルミナ／二酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
雲母／酸化鉄／二酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００
酸化鉄／アルミナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
オキシ塩化ビスマス＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．６７
オクタン酸セチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
パルミチン酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
＊Ｂｉｒｏｎ　Ｂ－５０、Ｒｏｎａ
【実施例６】
【００４１】
　この実施例は、顔料を含まない、本発明の美白トリートメント製品を示す。
【００４２】
材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量％
Ｉ相
雲母／ミリスチン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０．２８
ラウロイルリシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０７
ステアリン酸亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００
メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３０
ブチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
プロピルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０
ソルビン酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
パルミチン酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
オクタン酸セチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０
ＩＩ相
雲母／ミリスチン酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７．２０
雲母／レシチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．５０
ホウケイ酸カルシウムアルミニウム／シリカ　　　　　　　　　　　　　　５．６０
アルミナ／二酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．００
酸化鉄／アルミナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３０
オキシ塩化ビスマス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．００
雲母／酸化鉄／二酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００
オクタン酸セチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
パルミチン酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０
【実施例７】
【００４３】
　この実施例は、皮膚のきずを隠蔽しながら、きずのない皮膚を清浄で自然なままにして
おく、本発明の組成物の有効性を示す。
【００４４】
　清浄な皮膚の色を測定し、化粧をした皮膚の色、並びに加齢斑の色とそれを比較するこ
とによって、有効性を求める。試験参加者（ｐａｎｅｌｉｓｔ）は試験日に化粧および保
湿剤をつけないように指示される。製品適用前（基準）および製品適用直後に評価を行う
。Ｎｉｋｏｎ　Ｍ３デジタルカメラを用いて、顔の左および右の近接写真を撮影する。再
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ップで試験参加者から２フィートに配置する。写真をＰｈｏｔｏｓｈｏｐ６．１で評価す
る。カラーチャンネル（ＲＧＢ）をＬＡＢカラーチャンネルに変える。Ｌ＊（反射率）値
を求め、顔の異なる領域で比較する。このパラメータは明暗の対比を表すので、Ｌ＊値は
本発明の実証にもっとも適している。
【００４５】
　清浄な皮膚のＬ＊値と化粧をした同じ皮膚のＬ＊値との比較では、それらの値の比が１
に近いほど、化粧をした皮膚の色が清浄な皮膚と類似している。前述の実施例において、
清浄な皮膚と化粧をした皮膚の比は、．９８である。化粧をしない加齢斑と化粧をした同
じ斑点の比較では、その比が１から遠ざかるほど、清浄な皮膚の加齢斑と化粧で覆った同
じ加齢斑との色の相違が大きい。清浄な皮膚の加齢斑と化粧をした加齢斑との比は、１．
０９である。周囲の皮膚と加齢斑との比の測定において、比が１に近いほど、その皮膚と
加齢斑は色が類似している。加齢斑に対する清浄な皮膚の比を計算すると、その比は０．
８６であり、加齢斑に対する化粧した肌の比は０．９６である。
【００４６】
　これらの結果は、本発明の組成物が、顔のきずの外観を低減、または顔のきずを隠蔽し
、同時に化粧をした皮膚が化粧をしていない清浄な皮膚と実質的に同じに見えるようにす
ることにおいて非常に有効であることを示している。言い換えれば、この化粧を顔全体に
適用すると、色の濃い斑点を隠蔽することができ、皮膚の残りの部分は自然で生き生きと
した、化粧をしていない外観のままとなる。
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